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羽生市産業文化ホール指定管理者募集要項 

 

１　指定管理者の募集について 

羽生市では、羽生市産業文化ホール（以下「ホール」という。）の管理運営を効果的・効率的 

　　に行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び羽生市公の施

設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１７年規則第４３号）第２条第２

項に基づき、以下のとおり指定管理者を募集します。 

 

２　施設の概要 

（１）　名　　称　　　羽生市産業文化ホール 

（２）　設置目的　　　市内産業の振興と市民文化の向上及び市民福祉の増進 

（３）　所 在 地　　　埼玉県羽生市大字下羽生８７６番地 

（４）　施設の規模等 

ア　敷地面積　　　１４，４３３㎡ 

　　イ　建築面積　　　　６，３０３㎡ 

　　ウ　延床面積　　　　７，６０４㎡ 

　　エ　構　　造　　　地上３階、鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート造 

エレベーター１基 

　　オ　施設及び設備の内容 

（ア）　大ホール　　　１,９３４㎡ 

客席数　　１，２８６席（身障者席４席含む） 

　　　　　他に母子室有り 

　　　　　　　　　舞　台　　間口２０ｍ　　奥行１６ｍ　　高さ９ｍ 

　　　　　　　　　花　道　　２ｍ　×　６．５ｍ（上手・下手） 

　　　　　　　　　楽　屋　　第４楽屋　　　１３㎡　　　３人 

　　　　　　　　　　　　　　第５楽屋　　　１４㎡　　　２人　　　和室 

　　　　　　　　　　　　　　第６楽屋　　　２７㎡　　　５人 

　　　　　　　　　　　　　　第７楽屋　　　４３㎡　　　７人 

（イ）　小ホール　　　５４９㎡ 

客席数　　４００席（身障者席２席含む） 

舞　台　　間口９．８５ｍ　奥行１０ｍ　高さ６ｍ 

花　道　　１．５ｍ　×　４．５ｍ（上手・下手） 

楽　屋　　第１楽屋　　　１５㎡　　　４人　　　和室 

第２楽屋　　　１５㎡　　　４人 

第３楽屋　　　１５㎡　　　４人 

　　　（ウ）　そ の 他　　　リハーサル室　　　　　１１８㎡　　３０人 

和室　　　　　　　　　　３８㎡　　１５人　　１２畳 

第１会議室　　　　　　９３㎡　　５０人 

第２会議室　　　　　　７１㎡　　２０人 

事務室、機械室、倉庫等　　４，６５９㎡ 
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カ　専用駐車場　　　敷地内駐車場　　　３３台、大型２台、身障者用６台 

第１駐車場　　　　８０台 

第２駐車場　　　　４５台 

その他駐車場 

・図書館西側遊水池が雨天時以外は駐車場として使用できます。 

（１６５台収容　ただし、図書館との共同利用） 

・産業文化ホール大ホールでのイベント時はワークヒルズ羽生の南側 

駐車場の一部を使用できます。（８０台） 

　　キ　沿　　　革　　　昭和５９年１月　開館 

平成  ６年４月　財団法人羽生市地域振興センターに管理委託 

　　　　　　　　　　　　　平成１８年４月　財団法人羽生市地域振興センターを指定管理者に指定 

　　　　　　　　　　　　平成２４年４月　羽生市教育委員会生涯学習課による管理運営 

平成２６年４月　指定管理者による管理運営 

　　ク　そ　の　他　　　自動販売機については、別途、行政財産の使用許可を行います。 

 

３　管理の基準 

（１）　利用時間　　　ホール施設の利用時間　　午前９時～午後１０時 

利用時間の延長は、原則として認めません。 

ただし、管理上支障がないと認められるときは、１時間以内に限ってこれを認めること 

ができます。また、羽生市産業文化ホール条例第５条の規定により、教育委員会の承認 

を得て利用時間の変更もできます。 

（２）　休館日 

　　ア　火曜日 

ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日（以 

下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初に到来する休日でない日。 

イ　休日の翌日 

ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において最初に到来する休日でない日。 

ウ　１月１日から３日まで及び１２月２９日から３１日までの間 

ただし、羽生市産業文化ホール条例第４条の規定により、教育委員会の承認を得て、休 

館日を変更し又は臨時に設けることができます。 

（３）　関係法令の遵守 

　　　　　関係法令、条例及び規則を遵守し、適正にホールの管理運営を行ってください。地方自 

治法や羽生市産業文化ホール条例及び施行規則等、業務を行うに当たって関連する法令 

等を遵守し、業務にあたってください。 

（４）　施設設備及び物品の維持管理 

　　　　　施設を快適に利用できるよう、適切な維持管理を行ってください。 

（５）　業務上知り得た個人情報に関する取り扱い 

　業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第 

　５７号）や羽生市個人情報保護条例（平成１３年条例第３号）を遵守することはもちろ 

んのこと、十分に注意を払い適切に取り扱ってください。 
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４　指定管理者が行う業務の範囲 

　　指定管理者が行う主な業務は以下のとおりです。なお、詳細については、別紙１ 「羽生市産 

業文化ホール指定管理者業務仕様書」をご参照ください。 

（１）　施設の利用に関する業務 

ア　利用許可の受付 

ホール等の利用申し込みに対して条例や規則に基づき利用許可を与える業務です。令和 

９年３月３１日以前において、利用許可が出ている貸館業務については原則として、現 

在管理運営者から引き継ぐものとし、利用許可の発行に伴い前納されたホール使用料に 

ついても、同様に引き継ぐものとします。 

イ　利用料金の収受 

ホールの施設及び附属設備等の利用に係る料金を収受する業務です。 

（ア）　条例で定める使用料の範囲内で、利用料金を設定していただきます。 

ただし、設定にあたっては事前に市長の承認が必要です。 

（イ）　羽生市産業文化ホール条例施行規則第８条、第９条に該当する減免及び還付につ 

いても指定管理者に行っていただきます。この場合、市は利用料金の減免及び還 

付に係る利用料金相当額の負担は行いません。条例で定める現行の使用料及び過 

去の２年間の利用状況、使用料収入と減免額、減免基準については、資料１「羽 

生市産業文化ホール使用料金表」、資料２「過去４年間の利用状況」、資料３「過 

去４年間の使用料収入と減免額及び減免基準」を参照してください。 

（２）　施設の運営に関する業務 

　　ア　庶務 

　　　　（ア）　業務に支障のないよう職員の勤務体制を作成してください。 

　　　　（イ）　管理運営に必要な支出を行い、帳簿を作成してください。 

　　イ　危機管理業務 

防災訓練の実施や避難誘導マニュアル等の作成を行い、緊急時に対して万全の備えを行 

ってください。 

　（３）　施設等の維持管理に関する業務 

ア　警備業務 

夜間・休日等の火災、盗難、事故、不審者侵入に備えるため警備を行ってください。 

イ　保守業務 

利用者に安全にご利用いただくための施設（設備及び備品）の維持管理、施設の機能を 

維持するための軽微な修繕、各種設備の保守点検などを行う業務です。なお、実施する 

保守点検業務等の内容・方法及び回数については、資料４「羽生市産業文化ホール保守 

点検等業務一覧表」に示す仕様のとおりとします。また、保守点検の結果については、 

市に報告するとともに記録保存してください。 

　　ウ　修繕 

　　　　　ホールの施設・設備・備品について、１件５０万円以内の小規模修繕については、指定 

管理者の責任において実施してください。なお、１件５０万円を超える修繕は、市が実 

実施しますが、市予算の状況により対応できない場合があります。 
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　（４）　事業の実施に関する業務 

ア　自主事業 

指定管理者はホールの設置目的達成のため、ホールの設備を使用して市民に優れた芸術 

文化を鑑賞する機会や、最新の文化に触れ合うべく各種コンサートの開催等、有料公演 

を実施してください。なお、自主事業で得た収入は、指定管理者に帰属します。 

ただし、自主事業開催に要する経費は指定管理料には含まれません。過去４年間に実施 

した自主事業は、資料５「過去４年間の自主事業一覧表」のとおりです。 

イ　委託事業 

市民の芸術文化活動への支援や発表の場の提供など、市民文化向上のため、指定管理者 

が事務局となって開催する事業です。具体的には「羽生市吹奏楽フェスティバル」を開 

催していただきます。入場料は無料です。委託事業開催に要する経費は指定管理料に含 

まれます。 

　　ウ　イベントガイドの発行 

ホールで開催される事業、ホールの施設、利用方法等のＰＲを行うため、「羽生市産業 

文化ホールイベントガイド」を年１回以上発行します。イベントガイド発行に要する経 

費は指定管理料に含まれます。 

（５）　羽生市文化ホール友の会事務局業務 

ホールには、自主事業の支援とホール運営の協力を目的とした「羽生市文化ホール友の 

会」組織があります。その組織の事務局として、会員の募集、役員の選出、支援事業の 

計画、組織の会計、総会の開催等の事務を行う業務です。過去５年間の事業実績は、資 

料６「令和４年度～令和８年度　羽生市文化ホール友の会総会資料」のとおりです。 

 

５　指定管理者と市の責任分担 

指定管理者と市の責任分担は、原則として次のとおりとします。 

 
種　　類 内　　　　　　　　　　容

指　定 

管理者
市

 
１　物価の変動

物価の変動に伴う経費の増加（燃料費・光熱水費を

除く）
○

 ２　法令の変更 本事業に係る根拠法令の変更、新規法令の成立等 協議事項

 
３　税制の変更

消費税（地方消費税含む）の税率の変更 協議事項

 法人税・法人市民税の税率の変更 ○

 ４　事業実施にあたる 

許認可

市が取得すべき許認可の遅延、執行等 〇

 指定管理者が取得すべき許認可の遅延、執行等 〇

 

５　不可抗力

不可抗力（風水害、地震等の自然災害、新型コロナ

ウイルス等その他新たに発生した感染症、テロ、暴

動、争乱等当事者が制御できない人為的な事象）に

起因して生じた損害

協議事項

 

６　施設及び設備

施設の安全衛生、維持管理 

（設備の保守点検、備品・植栽管理、清掃等）
○

 指定管理者が締結する契約の相手方の管理等 〇
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６　指定管理業務に関する注意事項 

（１）　再委託の禁止 

指定管理業務の実施にあたり、業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け 

負わせてはなりません。 

ただし、あらかじめ市の承認を得た場合は、業務の一部を第三者に委託し、請け負わせ 

ることができます。 

種 類 内 容
指 定

管理者
市

 ※再委託について事前に市の承認が必要

 ホールの管理運営に必要な設備・機器の設置 ○

 設備・機器の貸出 

※料金について事前に市の承認が必要
○

 消耗品の購入 〇

 備品の購入 〇

 指定管理者の管理瑕疵に基づく施設及び備品の修繕 ○

 指定管理者の管理瑕疵によらない施設及び備品の 

修繕（１件５０万円（税込）以下）
○

 指定管理者の管理瑕疵によらない施設及び備品の 

修繕で上記以外（１件５０万円（税込）を超えるもの）

※但し、舞台照明設備、エレベーター設備は除く。

○

 指定管理者の管理瑕疵によらない施設及び備品の 

修繕に伴う事業の中断等
協議事項

 

７　第三者への賠償

市の責任に帰すべき事由による事故により第三者に

与えた損害
〇

 指定管理業務に起因する事故により第三者に与えた

損害
〇

 上記以外の理由により第三者に与えた損害 協議事項

 

８　情報セキュリティ

業務に関連し取得した個人に関する情報の漏洩等に

よる利用者等への対応
〇

 警備不備による情報漏洩、犯罪発生等 〇

 

９　保険

火災保険の加入 ○

 施設賠償責任保険の加入 

※指定管理者の責めに帰する施設損傷等に対処する 

場合等、適宜、指定管理者の判断で加入すること。

○

 10 周辺地域・住民・ 

利用者への対応

指定管理業務（内容）に関する要望、苦情への対応等 〇

 上記以外の事項 〇

 

11　その他

包括的な管理責任 ○

 施設利用者の被災に対し現場で対応する責任 〇

 管理運営の引継に必要な費用 〇
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　（２）　文書の保存・管理 

指定管理業務を行うにあたり、作成又は取得した文書等は、羽生市文書取扱規程（平成 

３年規程第６号）等に準じて適正に管理・保存しなければなりません。なお、指定期間 

終了時に、市の指示に従って文書の引き継ぎを行います。 

（３）　情報公開 

指定管理業務を行うにあたり作成又は取得した文書等で、指定管理者が保有しているも 

のについては、市と協議のうえ指定管理者が羽生市情報公開条例（平成１３年条例第２ 

号）に基づき情報公開しなければなりません。なお、市に対して指定管理者が保有する 

情報についての開示請求があった場合は、市は指定管理者に対して当該情報を提出する 

よう求めるものとし、指定管理者は速やかに応じなければなりません。 

（４）　守秘義務 

指定管理者は、指定管理業務の遂行にあたり、羽生市個人情報保護条例（平成１３年条 

例第３号）を遵守し、業務上知り得た情報を第三者に知らせ、又は他の目的に使用して 

はなりません。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職務を退いた 

後も同様とします。 

（５）　環境への配慮 

　　　　　省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑え 

リサイクルの推進や適正処理に努めるものとします。また、環境負荷の低減に配慮した 

物品等の調達に努めるものとします。 

 

７　舞台照明設備（大・小ホール）に関する注意事項 

大ホール及び小ホールの舞台照明は、現在４２年が経過し耐用年数を超過していることから、

照明の故障の程度により、その後のホールの使用が不可能となる場合があります。指定管理期

間中の更新工事及び故障による使用不可能となった場合の改修工事の予定はありません。大ホ

ール又は小ホールが使用不可能となった場合は、使用不可能となったホールは休館といたしま

す。なお、休館となった場合は翌年度以降の指定管理料の見直しと協定書の変更を行います。 

 

８　エレベーター設備に関する注意事項 

メーカーからの部品供給終了のため、条件付きの保守契約（ＰＯＧ契約）となり、指定管理者

が締結することとします。このため、供給終了部品の故障時は保守継続を終了し、エレベータ

ーを使用中止とします。なお、使用中止となったエレベーターの更新時期については、現時点

において未定です。 

 

９　指定期間等 

指定期間については、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間とします。 

ただし、舞台照明等の故障等により大ホールと小ホールが使用不可能となった場合は、期日を

定めたうえで指定を取消す場合があります。この場合、取り消し後の期間にかかる指定管理料

の支払い、取り消しに係る補償及び損害の賠償は行いません。 
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10　管理運営経費 

（１）　指定期間中のホール施設及び附属設備等の利用に係る料金は、全て指定管理者の収入と 

し、管理運営経費に充てるものとします。 

（２）　指定管理業務に係る経費には、ホール施設及び附属設備等の利用料金、自主事業収入及 

び指定管理料をもって充てるものとします。 

 

11　指定管理料 

（１）　指定管理料の上限額は、５年間の合計で　５２０,１２９,０００円（消費税及び地方消 

費税の額を含む）とします。申請の際の事業計画、収支予算はこの金額を参考に策定し 

てください。なお、指定管理料は、議会の議決（可決）を経て正式決定となります。 

（２）　指定管理料は、申請書に添付された「収支計画書（指定管理料見積書）」（様式第３号） 

の金額が、そのまま採用されるのではなく、会計年度ごとに予算の範囲内において市と 

指定管理者の協議に基づき、具体的な額や支払方法を年度協定書で定め支払います。 

　（３）　指定管理料は、原則として精算しません。 

ただし、価格高騰・急落に伴う重油代及び電気料金については、市と指定管理者が協議

の上で精算することとします。なお、施設管理費に含まれる燃料費、光熱水費及び修繕

費の各年度の見込額（重油・電気量）は次のとおりです。正当な理由がある場合を除き、

見込使用量の超過又は過少により、直ちに精算するものではありません。 

ア　燃料費 

（ア）　見込使用量　　４３,０００Ｌ/年度（重油のみ） 

　　　　（イ）　見込額　　　　令和　９年度　　５,１０７,０００円（税込） 

令和１０年度　　５,３６０,０００円（税込） 

令和１１年度　　５,６２６,０００円（税込） 

令和１２年度　　５,９０５,０００円（税込） 

令和１３年度　　６,１９８,０００円（税込） 

　　イ　光熱水費 

　　　　（ア）　見込使用量　　４２,８００ｋｗ/年度（電気のみ） 

（イ）　見込額　　　　令和　９年度　１７,２２１,０００円（税込） 

令和１０年度　１８,２００,０００円（税込） 

令和１１年度　１９,２３９,０００円（税込） 

令和１２年度　２０,３４０,０００円（税込） 

令和１３年度　２１,５０７,０００円（税込） 

 

　　ウ　修繕料　令和９年度～令和１３年度　　２,０００,０００円（税込）/年度 

 

（４）　その他、指定管理料変更に係る協議事項ついては、「５ 指定管理者と市の責任分担」の

記載のとおりとします。 
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12　指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

（１）　指定管理者は、指定管理業務の継続が困難になった場合又はその恐れが生じた場合には、 

速やかに市に報告しなければなりません。 

（２）　指定管理者の責に帰すべき事由により適正な施設管理が困難となった場合又はその恐れ 

があると認められる場合は、市は指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて改 

善策の提出及び実施を求めることができます。この場合において、指定管理者が当該期 

間内に改善することができなかったときには、市は指定管理者の指定を取り消すことが 

できます。 

（３）　指定管理者が市の指示に従わないときや指定管理者の財務状況が著しく悪化するなど指 

定管理業務の継続が困難と認められる場合は、市は指定管理者の指定を取り消すことが 

できます。 

　（４）　上記の（２）又は（３）により指定管理者の指定を取り消され、市に指定管理者の債務 

不履行による損害が生じた場合には、賠償の責めを負うこととなります。 

　（５）　市又は指定管理者の責めに帰すことができない事由により、指定管理業務の継続が困難 

となった場合には、市と指定管理者は指定管理業務の可否について協議するものとします。  

　（６）　指定管理者は指定の取り消しが決定した場合、その効力が発生する日までは、指定取り 

消しにかかわらず管理業務を行う義務を負うものとします。 

　（７）　指定管理者の指定後において取り消しが発生した場合、指定取り消し後、他の選定され 

なかった申請者のうちから、新たに指定管理予定候補者としての協定締結について協議 

を行う場合があります。 

 

13　応募資格等 

　（１）　応募資格 

　　　　　応募者の資格は、法人その他の団体又は複数の法人等で構成するグループ（以下「グル 

ープ」という。）で、次の全ての条件を満たすものとし、個人による応募はできません。 

ア　国内に事業所または事務所を有していること。 

イ　文化施設等の管理業務の実績があること。 

ウ　会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている団体ではないこと。 

　　エ　法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税、市税等諸税の滞納がないこと。 

オ　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、入札の参加 

資格を取り消されていないこと。 

　　カ　本市から指名留保、指名停止措置を受けていないこと。 

　　キ　役員に破産者及び拘禁刑以上の刑に処せられている者がいないこと。 

　　ク　地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、指定の取り消しを受けたことがないこと。 

　　ケ　次に掲げる暴力団排除措置事由に該当しないこと。 

（ア）　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定するものをいう、以下 

同じ。）又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。 

　　　　（イ）　役員が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員若しくはこれに準ずる者（ 

以下「暴力団関係者」という。）であるとき又は暴力団関係者が経営に実質的に 
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関与しているとき。 

（ウ）　役員が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与 

える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 

（エ）　役員が暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな 

ど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（オ）　役員が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

（カ）　役員が暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしてい 

るとき。 

　（２）　グループによる申請 

ホールのサービス向上並びに業務の効率的な実施を図る上で必要な場合は、グループで 

申請することができます。この場合は、次の事項に留意して申請してください。 

　　ア　グループにより申請する場合は、グループの名称を設定し、代表となる法人等を選定する 

こと。なお、代表となる法人等以外は、当該グループの構成団体として扱います。また、 

代表となる法人等又は構成団体の変更は認めません。 

　　イ　市への申請については代表団体が行ってください。ただし、申請書の記名押印等について 

は、全ての構成団体が行ってください。 

　　ウ　申請については、一申請者につき一提案に限らせていただきます。当該グループの構成団 

体が、他のグループの構成団体となり又は単独で申請を行うことはできません。 

　　エ　当該グループの構成団体のいずれかが、上記（１）応募資格の全てを満たしていない場合 

は指定を受けることができません。グループの例として、維持管理会社、警備会社等、そ 

れぞれ得意分野を生かしてホールの管理運営に参加する形態が考えられます。 

 

14　募集要項の配布 

（１）　配布期間　　令和８年６月１日（月）～６月３０日（火）　※土・日曜日を除く。 

　（２）　配布時間　　午前９時から午後５時まで 

（３）　配布場所　　羽生市教育委員会 生涯学習課（市庁舎３階） 

埼玉県羽生市東６丁目１５番地 

※関係書類一覧の資料、図面、参考資料についてはホームページから 

ダウンロードしてください。（http://www.city.hanyu.lg.jp） 

※募集要項、業務仕様書、各種様式も同様にダウンロードできます。 

（４）　そ の 他　　市が配布する資料は、募集に係る目的以外の使用を禁じます。 

 

15　現場説明会 

　　現場説明会を次のとおり開催します。参加を希望される場合は、「現場説明会参加申込書」（様 

式第９号）を、令和８年６月１６日（火）午後５時までに、下記の連絡先まで持参又はＥメー 

ルで申し込んでください。 

（１）　開催日時　　令和８年６月２２日（月）　午後２時から１時間程度 

　（２）　開催場所　　羽生市産業文化ホール 

（３）　集合場所　　羽生市産業文化ホール　２階　第１会議室 (開始１０分前に集合) 

　（４）　参加人数　　各団体３名以内 

http://www.city.hanyu.lg.jp
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　（５）　連 絡 先　　羽生市教育委員会　生涯学習課　埼玉県羽生市東６丁目１５番地 

Ｅメール　gakushuu@city.hanyu.lg.jp 

16　質問事項の受付 

　　　募集要項等の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

（１）　受付期間　　令和８年６月２４日（水）午前９時から、６月３０日（火）午後５時まで 

　（２）　受付方法　　「質問書」（様式第８号）に記入の上、Ｅメールで提出してください。 

提出の際は、件名に次のとおり入力してください。 

・件　　名　 【羽生市産業文化ホール指定管理者（質問書）】（団体名） 

・Ｅメール　　gakushuu@city.hanyu.lg.jp 

（３）　回答日時　　令和８年７月６日（月）午後３時まで 

　（４）　回答方法　　Ｅメールで質問者あてに回答します。なお、質問内容が全ての現場説明会

参加者に共通するものである場合は、参加者全員にＥメールで回答します。 

 

17　申請の手続き 

（１）　申請書類 

　　申請にあたっては、以下の書類等を提出してください。なお、市が必要と認めるときは、 

追加資料の提出を求める場合があります。 

 

　【提出書類一覧表】 

 項　　　　　　　目 備　　　　　　　考 様　　式

 １　「指定管理者指定申請書」 様式第１号

 ２　「事業計画書」 様式第２号

 ３　「収支計画書（指定管理料見積書）」 様式第３号

 ４　「誓約書」 本要項１３（１）応募資格ア～ケの

全ての条件を満たすこと
様式第４号

 ５　法人等の登記事項証明書 申請日前３カ月以内に取得したもの

 ６　定款 法人以外の団体にあっては、団体等 

の規約等 

・組織図や業務執行体制の分かるもの 

・就業規則や給与規程

 ７　決算関係書類（過去３カ年分） ①　事業報告書 

②　収支計算書 

③　正味財産増減計算書 

④　貸借対照表 

⑤　損益計算書 

⑥　財産目録

 法人以外の団体にあっては、団体等 

の収支決算書

 ８　予算関係書類（直近３年分） ①　事業計画書 

②　収支予算書
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【グループで申請する場合の追加提出書類】 

グループ構成員となる全ての法人等は、４から 12 までの提出書類に加えて、次の書類を提 

出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 備 考 様 式

 ９　納税証明書（直近３年分） 法人税、法人住民税、法人事業税、 

消費税及び地方消費税、市税の納税 

証明書若しくは未納が無いことの証 

明書

 法人以外の団体にあっては、代表者 

の所得税、住民税、固定資産税、都 

市計画税、軽自動車税、国民健康保 

険税の納税証明書

 10　役員の名簿及び履歴を記載した書類

 11　法人の概要がわかるもの 

 

パンフレット等、現に行っている 

事業の内容と実績を記載した書類。 

※２に含まれる場合は、不要。

 12　法人として資格を有している場合 

は、それを証するもの（写し）

ＩＳＯ、プライバシーマーク、 

情報セキュリティ等

 項　　　　　　　目 備　　　　　　　考 様　　式

 13　「グループ応募届」 様式第５号

 14　「グループ構成団体業務分担表」 様式第６号
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　（２）　提出部数 

　　　　　提出部数は、正本１部、副本９部（副本は複写可）とします。提出書類のサイズは、証 

明書類など規定のものを除き、原則Ａ４縦（Ａ４サイズ超のものはＡ４サイズ折り）と 

し、項目ごとにインデックスを付け、左端２か所綴じで全体をファイル等で固定してく 

ださい。 

 

【提出書類の体裁】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（３）　留意事項 

　　ア　事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。 

ただし、市は指定管理者の決定に際して必要な場合のみ、事業計画書等の内容を無償で使 

用できるものとします。 

　　イ　申請書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を直接生涯学習課に提出し 

てください。 

　　ウ　申請書類の内容に変更があった場合には、「申請書等記載事項変更届」（様式第７号）によ 

り証明できる書類を添えて遅滞なく届け出てください。申請受付期間終了後の変更は認め 

ません。 

　　エ　指定管理者の審査を行う選定委員、又は審査事務に従事する本市職員並びに関係者に対し 

て、提案や審査について公平性を損なうような接触を禁じます。 

 

18　申請書類の受付 

（１）　提出方法　　　申請書類の提出は持参とします。 

（２）　受付期間　　　令和８年７月７日（火）から７月２１日（火）までの 

午前９時から午後５時まで 

　※ただし、土・日曜日、祝日を除く 

　（３）　提出場所　　　羽生市教育委員会　生涯学習課　（市庁舎３階） 

　　　　　　　　　　　　埼玉県羽生市東６丁目１５番地 

公募申請書

団体名

左側で綴じる

①

②

③

項目 

　1～14 まで番号順 

　1　指定管理者指定申請書 

　2　事業計画書 

　3　収支計画書 

　4　誓約書 

　5　・・・・・・・・ 

　・・・・・・・・・ 

　・・・・・・・・・ 

　・・・・・・・・・ 

　・・・・・・・・・
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　　　　　　　　　　　  ℡　０４８－５６１－１１２１（内線３１４） 

　（４）　返　　却　　　提出された書類は、理由の如何に関わらず返却しません。 

（５）　そ の 他　　　 

ア　提出された書類は情報公開の請求により、羽生市情報公開条例（平成１３年条例第２号） 

に基づき開示することがあります。 

　　イ　 「13　応募資格等（１）応募資格　ケ　（ア）～（カ）」に該当するか否かについて、 

埼玉県警察本部に照会を行います。 

 

19　申請に要する経費 

　　申請に要する経費等は全て申請者の負担とします。 

 

20　選定方法 

（１）　選定方法 

指定管理者の選定にあたっては、第一次審査、第二次審査の二段階審査を行います。審 

査にあたっては「羽生市産業文化ホール指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」と 

いう。）」を設置し、選定委員会が候補者を選定します。なお、選定基準に適合者がい 

ないと判断されたときは、候補者を選定しない場合があります。また、選定委員会は非 

公開とします。 

　（２）　第一次審査 

　　　　　第一次審査では、資格要件及び書類審査を行います。 

また、次に該当する場合は失格とします。 

　　　　　　ア　応募資格要件を満たしていない場合 

　　　　　　イ　提出した応募書類に虚偽の記載があった場合 

　　　　　　ウ　提出期限までに必要な書類が揃わなかった場合 

　　　　　　エ　募集要項に違反した場合 

　　　　　　オ　その他選定に係る不正行為があった場合 

（３）　第二次審査 

ア　第一次審査を通過した申請団体によるプレゼンテーションを実施します。 

実施予定日　　令和８年９月下旬 

イ　提出された書類とプレゼンテーションの結果を基に、選定委員会において指定管理候補 

者を選定します。 

　　　ウ　プレゼンテーションの開催通知は文書で行います。プレゼンテーションの開催通知が第 

一次審査の結果通知を兼ねることになります。また、第一次審査において不採用となっ 

た申請者には、不採用の結果を通知します。 

　　　エ　プレゼンテーションは３名以内で実施してください。内容は、事業計画書の説明及び選 

定委員からの質問とします。 

　　　オ　プレゼンテーションの時間は、１申請者あたり１５～２０分程度とし、その後質疑応答 

を予定しています。 

（４）　審査基準 

ア　利用者の平等なホールの利用が確保できること。 
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イ　関係法令、条例及び規則を遵守し、適正にホールの管理運営ができるものであること。 

ウ　自主事業の開催について積極的で、提案内容が多様であり実現可能であること。 

エ　ホールの効用を最大限に発揮し、効果的・効率的な管理運営を行うことにより、管理に 

係る経費の縮減が図られること。 

オ　市民及び利用者のニーズを尊重し、サービスの向上が図られること。 

カ　指定管理業務を安定して行うために必要な人的・財政的能力を有していること。 

　　　キ　緊急時における危機管理体制が構築されていること。 

　　　ク　個人情報保護への取り組みを積極的に行っていること。 

ケ　指定管理業務の実施にあたり、省エネルギーの徹底と環境負荷への低減が図られている 

こと。 

　（５）　審査結果の通知 

第二次審査結果については、令和８年１０月下旬頃郵送にて通知します。なお、正式に 

指定管理者として指定されるまでの間に、指定管理候補者に事故ある場合、申請者の中 

から新たに指定管理者を選定する場合があります。また、申請者の数にかかわらず選定 

委員会における選定の結果、施設の管理を行うに適当と認める団体がないと判断された 

場合、原則再募集となります。 

 

21　指定管理者の指定 

　　指定管理者は、羽生市議会の議決（可決）を経て、羽生市長が指定します。指定後は速やかに 

告示します。なお、議決（可決）が得られなければ、採用見送りとなります。その場合は、市 

は一切の損害を負わないものとします。 

 

22　指定管理者指定後の手続き等 

（１）　協定の締結 

市と指定管理者とは、業務内容に関する事項、指定管理料に関する事項などについて協 

議の上、協定を締結します。なお、協定は指定期間を通じて基本的な事項を定めた「基 

本協定」と、年度毎の「年度協定」を締結します。 

　（２）　指定管理業務の引き継ぎ 

　　指定管理者は、指定期間の始期から円滑に指定管理業務ができるよう、必要書類の作成 

や業務の習得等必要な準備行為を行うものとします。事前準備等の業務の引き継ぎに要 

する経費は、指定管理者の負担とします。 

（３）　指定後の留意事項 

指定管理者が指定管理業務を開始する前において、経営状況の悪化等により事業の履行 

が確実でないと認められるとき、又は著しく社会的信用を損なう等により指定管理者と 

してふさわしくないと判断されたときは、指定管理者の指定を取り消し、協定を締結し 

ない又は協定を解除することがあります。その場合、市に生じた損害は指定管理者が賠 

償するものとします。 
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23　スケジュール 

　　公募から管理開始までの主なスケジュールは次のとおりです。 

　　　　令和　８年　６月　１日（月）　　募集要項の公表・配布開始（６月３０日まで） 

　　６月２２日（月）　　現場説明会　午後２時から 

６月２４日（水）　　質問事項の受付開始　午前９時から 

６月３０日（火）　　質問事項の受付締切　午後５時まで 

７月　６日（月）　　質問事項の回答　午後３時 

　　　　　　　　　　７月　７日（火）　　申請書受付開始　午前９時から 

　　　　　　　　　　７月２１日（火）　　申請書提出期限　午後５時まで 

　　　　　　　　　　８月下旬　　　　　　選定委員会　第一次審査 

　　　　　　　　　　９月下旬　　　　　　選定委員会　第二次審査 

プレゼンテーション 

　　　　　　　　　１０月下旬　　　　　　選定結果の通知（郵送） 

　　　　　　　　　１２月　　　　　　　　指定管理者の議決 

令和　９年　１月　　　　　　　　選定結果の公表（ホームページにて） 

　　　　　　　１月　　　　　　　　指定管理者の指定通知 

　　　　　　　１月　　　　　　　　基本協定書の締結 

　　　　　　　３月　　　　　　　　年度協定書の締結 

　　　　　　　４月　１日（木）　　指定管理者による管理開始 

 

24　その他 

（１）　原状回復義務 

指定管理者は指定期間終了後、速やかに当該施設又は設備を原状に復してください。 

　（２）　その他業務の実施条件等 

業務の内容や実施条件、緊急時の対応、指定又は指定の取消しに係る具体的な取り扱い 

や細目的な取り決めについては、協定で定めるものとします。 

　　　　 

25　問い合せ先 

住　　所　　〒３４８－８６０１　埼玉県羽生市東６丁目１５番地 

　　　担当部署　　羽生市教育委員会　生涯学習部　生涯学習課 

電　　話　　０４８－５６１－１１２１（内線３１４） 

Ｆ Ａ Ｘ　　０４８－５６１－６５６２ 

Ｅメール　　gakushuu@city.hanyu.lg.jp 
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≪関係書類一覧≫ 

　別紙 

　□別紙１「羽生市産業文化ホール指定管理者業務仕様書」 

 

様式 

　□様式第１号「指定管理者指定申請書」 

　□様式第２号「事業計画書」 

　□様式第３号「収支計画書（指定管理料見積書）」 

　□様式第４号「誓約書」 

　□様式第５号「グループ応募届」 

　□様式第６号「グループ構成団体業務分担表」 

　□様式第７号「申請書等記載事項変更届」 

　□様式第８号「質問書」 

　□様式第９号「現場説明会参加申込書」 

 

資料 

　□資料１「羽生市産業文化ホール使用料金表」 

　□資料２「過去４年間の利用状況」 

□資料３「過去４年間の使用料収入と減免額及び減免基準」 

　□資料４「羽生市産業文化ホール保守点検等業務一覧表」 

　□資料５「過去４年間の自主事業一覧表」 

　□資料６「令和４年度～８年度　羽生市文化ホール友の会総会資料」 

　□資料７「羽生市産業文化ホール　収支状況」 

 

図面 

□図面１「羽生市産業文化ホール　ホール・楽屋等案内図」 

　□図面２「羽生市産業文化ホール　舞台平面図」 

　□図面３「羽生市産業文化ホール　客席図面」 

　□図面４「羽生市産業文化ホール　管理敷地図」 

　　　　□図面５「羽生市産業文化ホール　駐車場図」 

 

　　　参考資料 

　　　　□「羽生市産業文化ホール避難誘導マニュアル」 

　　　　□「羽生市産業文化ホール条例」 

　　　　□「羽生市産業文化ホール条例施行規則」 

□「羽生市産業文化ホール指定管理者選定審査基準」


